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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 平成 12(許)22 原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 不動産引渡命令に対する抗告審の原

決定取消決定に対する許可抗告事件 

原審事件番号 平成 12(ラ)485 

裁判年月日 平成 13 年 1 月 25 日 原審裁判年月日 平成 12年 4月 5日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 決定   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 55 巻 1 号 17 頁   

 

判示事項 最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有す

る者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合における引渡命令 

裁判要旨 最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有す

る者に対しては，この者の債務を担保するために当該不動産に設定された抵当

権に基づく競売開始決定（二重開始決定を含む。）がされていた場合を除き，執

行裁判所は引渡命令を発することができない。 

 

全 文 

主    文 

本件抗告を棄却する。 

抗告費用は抗告人の負担とする。 

理    由 

抗告代理人市川尚の抗告理由について 

【要旨】執行裁判所は，最先順位の抵当権を有する者に対抗することができる賃借権により

不動産を占有する者に対しては，この占有者が当該不動産に自己の債務を担保するために抵

当権の設定を受け，当該抵当権の実行として競売の開始決定（二重開始決定を含む。）がされ

ていた場合を除き，引渡命令を発することができないと解するのが相当である。その理由は，

以下のとおりである。 

最先順位の抵当権を有する者に対抗することができる賃借権により不動産を占有する者で

あっても，当該不動産が自らの債務の担保に供され，その債務の不履行により当該抵当不動産

の売却代金からこの債務の弁済がされるべき事情がある場合には，その賃借権を主張するこ

とは，当該抵当不動産の売却を困難とさせ又は売却価額の低下を生じさせて，当該抵当権者及

び担保を提供した所有者の利益を害することとなるから，信義則に反し許されないというべ

きであり，かかる占有者は，当該不動産の競売による買受人に対してその賃借権をもって対抗

することができないと解するのが相当である。当該抵当権の実行として競売の開始決定がさ

れているときは，その債務不履行の事実は民事執行法８３条１項ただし書にいう「事件の記録

上」明らかであるから，執行手続上もその賃借権を主張することが許されない場合に該当する

といえる。しかし，当該抵当権の実行としての競売開始決定がされていない場合には，執行事

件の記録上は，その債務不履行の事実が明らかということはできず，当該占有は買受人に対抗

することができる賃借権によるものというべきである。 

本件においては，執行事件の記録によれば，相手方が最先順位の抵当権に優先する賃借権に

よって本件建物を占有しており，相手方が本件建物に自己の債務を担保するために抵当権の
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設定を受けていたものの，この抵当権に基づく競売開始決定はされていなかったというので

あるから，引渡命令を発することができる場合に該当するということはできず，本件建物の競

売による買受人である抗告人の相手方に対する引渡命令の申立てを却下した原審の判断は，

是認することができる。原決定に所論の違法はなく，論旨は採用することができない。 

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。 

（裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道） 

 

 

※参考：判例タイムズ 1055 号 106 頁、判例時報 740 号 41 頁、不動産取引の紛争と裁判例〈増

補版〉RETIO253 頁 

 

 


